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新旧対比表 
2021年 4月 1日適用 

改 正 後 改 正 前 

当座勘定規定 
１～１７.（省略） 

 

１８．（印鑑照合等） 

 

 （１）～（２）（省略） 

 

（３）この規定および末尾記載の手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第

１項と同様とします。 

 

１９～３０．（省略） 

 

３１．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

３２～３４．（省略） 

 

以上 

 

当座勘定規定 
１～１７.（省略） 

 

１８．（印鑑照合等） 

  

（１）～（２）（省略） 

 

（３）この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第

１項と同様とします。 

 

１９～３０．（省略） 

 

３１．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ④～⑤（省略） 

 

３２～３４．（省略） 

 

以上 

 

普通貯金規定 
１～１５．（省略） 

 

１６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

 

普通貯金規定 
１～１５．（省略） 

 

１６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 
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③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以上 

 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以上 

教育資金贈与税非課税措置に関する特約 

１．（特約の適用範囲） 

 

 （１）（省略） 

 

（２）この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場

合には適用しないものとします。 

 

   ①～②（省略） 

 

③貯金者が前号の契約にもとづき２０１３年４月１日から２０２３年３月３１日までの間に直

系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から２か月以内に、貯金

として預け入れること 

 

    ④～⑧（省略） 

 

（３）（省略） 

 

２～３．（省略） 

 

４．（贈与者死亡時の定め） 

  第１条第２項第３号による贈与日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場

合において、貯金者が当該贈与者からその死亡前３年以内（２０２１年４月以後に贈与契約を締結し

た場合は年数にかかわらず）に取得した金銭について、教育資金非課税措置の適用を受けたことがあ

るときは、その死亡の日における管理残額（非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のう

ち、贈与者からその死亡前３年以内（２０２１年４月以後に贈与契約を締結した場合は年数にかかわ

らず）に取得した金銭の価額に対応する金額）を、当該貯金者が当該贈与者から相続または遺贈によ

り取得したものとみなします。ただし、死亡の日において以下のいずれかに該当する場合は適用しま

せん（２０１９年４月１日以後の贈与について適用）。 

① 当該貯金者が２３歳未満である場合 

② 当該貯金者が学校等に在学している場合 

③ 当該貯金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 

 

教育資金贈与税非課税措置に関する特約 

１．（特約の適用範囲） 

 

 （１）（省略） 

 

（２）この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場

合には適用しないものとします。 

 

   ①～②（省略） 

 

③貯金者が前号の契約にもとづき２０１３年４月１日から２０２１年３月３１日までの間に直

系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から２か月以内に、貯金

として預け入れること 

 

    ④～⑧（省略） 

 

（３）（省略） 

 

２～３．（省略） 

 

４．（贈与者死亡時の定め） 

  第１条第２項第３号による贈与日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場

合において、貯金者が当該贈与者からその死亡前３年以内（追加）に取得した金銭について、教育資

金非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額（非課税拠出額から

教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前３年以内（追加）に取得した金銭の価

額に対応する金額）を、当該貯金者が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなしま

す。ただし、死亡の日において以下のいずれかに該当する場合は適用しません（追加）。 

① 当該貯金者が２３歳未満である場合 

② 当該貯金者が学校等に在学している場合 

③ 当該貯金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 
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５～１５．（省略） 

 

１６．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づ

いて変更するものとします。 

 

 （２）（省略） 

 

１７．（省略） 

 

以上 

 

５～１５．（省略） 

 

１６．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の特約に基づ

いて変更するものとします。 

 

（２）（省略） 

 

１７．（省略） 

 

以上 

 

結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 
１．（特約の適用範囲） 

 

 （１）（省略） 

 

（２）この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場

合には適用しないものとします。 

① 貯金者が口座開設時点において２０歳（２０２２年４月１日からは１８歳）以上５０歳未

満であること 

 

    ②（省略） 

 

③貯金者が前号の契約にもとづき２０１５年４月１日から２０２３年３月３１日までの間に直

系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から２か月以内に、貯金

として預け入れること 

 

    ④～⑧（省略） 

 

（３）（省略） 

 

２～１５．（省略） 

 

１６．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づ

いて変更するものとします。 

 

 （２）（省略） 

 

１７．（省略） 

 

以上 

 

 

結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 
１．（特約の適用範囲） 

 

 （１）（省略） 

 

（２）この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場

合には適用しないものとします。 

① 貯金者が口座開設時点において２０歳（追加）以上５０歳未満であること 

 

    ②（省略） 

 

③貯金者が前号の契約にもとづき２０１５年４月１日から２０２１年３月３１日までの間に直

系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から２か月以内に、貯金

として預け入れること 

 

 

    ④～⑧（省略） 

 

（３）（省略） 

 

２～１５．（省略） 

 

１６．（特約の変更） 

（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の特約に基づ

いて変更するものとします。 

 

 （２）（省略） 

 

１７．（省略） 

 

以上 

 



 
（改 正 後） （改 正 前） 

 

-  4 -  

 
成年後見支援貯金に関する特約 

１～７．（省略） 
 

 
８．  
  

 
 
９～１１．（省略） 
 
１２．（特約の変更） 
（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づ
いて変更するものとします。 

 
 （２）（省略） 
 

以上 
 

成年後見支援貯金に関する特約 
１～７．（省略） 
 

 
８．  
  

 
 
９～１１．（省略） 
 
１２．（特約の変更） 
（１） この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の特約に基づ
いて変更するものとします。 

 
（２）（省略） 
 

以上 
 

総合口座取引規定 
１～２０．（省略） 
 
２１．（休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い） 
（１） この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される

事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 
（２） この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います。）、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等
は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

 
２２．（省略） 
 

以 上 
 

総合口座取引規定 
１～２０．（省略） 
 
２１．（休眠預金（追加）活用法におけるこの取引に係る取扱い） 
（１） この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される

事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 
（２） この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います（追加））、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金
者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

 
２２．（省略） 
 

以 上 
 

普通貯金無利息型（決済用）規定 
１～１５．（省略） 
 
１６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 
  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金
の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま
す。 
 
    ①～②（省略） 
 

③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係
る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

普通貯金無利息型（決済用）規定 
１～１５．（省略） 
 
１６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 
  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金
の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま
す。 

 
    ①～②（省略） 
 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この
貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

 

（省略） （省略）
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情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以 上 

 

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以 上 

 

総合口座（普通貯金無利息型）取引規定 
１～２０．（省略） 

 

２１．（休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い） 

 

（１）（省略） 

 

（２）この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います。）、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等

（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有

する者を指します。）は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなりま

す。 

 

２２．（省略） 

 

以 上 

 

総合口座（普通貯金無利息型）取引規定 
１～２０．（省略） 

 

２１．（休眠預金（追加）活用法におけるこの取引に係る取扱い） 

 

（１）（省略） 

 

（２）この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います（追加））、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金

者等（追加）は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

 

 

 

２２．（省略） 

 

以 上 

 

貯蓄貯金規定 
１～１６．（省略） 

 

１７．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

貯蓄貯金規定 
１～１６．（省略） 

 

１７．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ④～⑤（省略） 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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１８～２０．（省略） 

 

以 上 

 

１８～２０．（省略） 

 

以 上 

 

納税準備貯金規定 
１～１６．（省略） 

 

１７．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１８～２０．（省略） 

 

以 上 

納税準備貯金規定 
１～１６．（省略） 

 

１７．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１８～２０．（省略） 

 

以 上 

出資予約貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

以 上 

出資予約貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①～②（省略） 

 

③貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ④～⑤（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

以 上 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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スーパー定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

スーパー定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

スーパー定期貯金規定（複利型） 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

 

スーパー定期貯金規定（複利型） 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７（省略） 

 

以上 

 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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自動継続スーパー定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

自動継続スーパー定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

自動継続スーパー定期貯金規定（複利型） 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

自動継続スーパー定期貯金規定（複利型） 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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大口定期貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

大口定期貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

自動継続大口定期貯金規定 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

自動継続大口定期貯金規定 
１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③～④（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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期日指定定期貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

期日指定定期貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

自動継続期日指定定期貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

自動継続期日指定定期貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 
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変動金利定期貯金規定（単利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

変動金利定期貯金規定（単利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

変動金利定期貯金規定（複利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

変動金利定期貯金規定（複利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 
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自動継続変動金利定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

自動継続変動金利定期貯金規定（単利型） 

１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

 

自動継続変動金利定期貯金規定（複利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

以上 

 

 

 

自動継続変動金利定期貯金規定（複利型） 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

以上 
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定期積金規定 

１～２０．（省略） 

 

２１．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この積金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②積金契約者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される積金契約者のほか相続人等の貯

金等に係る債権を有する者を指し、以下積金契約者等といいます。）から、この積金につい

て次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この積金が休眠預金等活用法第３条第 1項に

もとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限り

ます。） 

Ａ 公告の対象となる積金であるかの該当性 

Ｂ 積金契約者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

２２～２４．（省略） 

 

以上 

 

定期積金規定 

１～２０．（省略） 

 

２１．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この積金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②積金契約者等（追加）から、この積金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと

（この積金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」

といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる積金であるかの該当性 

Ｂ 積金契約者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

 

    ③～④（省略） 

 

２２～２４．（省略） 

 

以上 

 

積立式定期貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 

積立式定期貯金規定 
１～１４．（省略） 

 

１５．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③～④（省略） 

 

１６～１８．（省略） 

 

以上 
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通知貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

通知貯金規定 

１～１３．（省略） 

 

１４．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

 

    ③（省略） 

 

１５～１７．（省略） 

 

以上 

 

スーパー定期貯金（メリットツー）規定 
１～１５．（省略） 

 

１６.（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金 

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

 

   ①（省略） 

 

②貯金者等（休眠預金等活用法第２条第３項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係

る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。）から、この貯金について次に掲げる

情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告

（以下、本項において「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以上 

 

 

 

スーパー定期貯金（メリットツー）規定 

１～１５．（省略） 

 
１６．（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

  当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

 

    ①（省略） 

 

    ②貯金者等（追加）から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第 1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といい

ます。）の対象となっている場合に限ります。） 

Ａ 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

Ｂ 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

 

    ③（省略） 

 

１７～１９．（省略） 

 

以上 



 

（改 正 後） （改 正 前） 
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ＪＡプラスＬ取引規定 

１～２１．（省略） 

 

２２．（休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い） 

（１） この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待され

る事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 

（２） この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います。）、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等

は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

 

２３．（省略） 

 

以 上 

 

ＪＡプラスＬ取引規定 

１～２１．（省略） 

 

２２．（休眠預金（追加）活用法におけるこの取引に係る取扱い） 

（１） この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待され

る事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 

（２） この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当組合の当該各取引の規定

により取扱います（追加））、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金

者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

 

２３．（省略） 

 

以 上 

 

 

 


